
２次審査 大項目：生活環境の保全  小項目：Ｎｏ６ 地域景観への影響 【 大減点：５点】 

 

評価の考え方 評価基準及び配点 評価する理由等 評価方法 備 考 

地域景観への影響が

懸念される候補地を減

点。 

（総合的な評価） 

０～－５点：歴史的文化的景観、景勝地とし 

ての景観及び市街地景観等への 

影響に着目 

次期清掃工場の施設本体及び煙突等が、周辺

の土地利用及び自然環境に与える景観上の影

響に配慮すべきと考え、小項目として掲げた。

 大減点については、施設設計及び施設デザ

インにおいて、地域特性に応じた配慮が可能で

あることから、平均点約１６．７点（２００点

満点／小項目数１２）に対して概ね３割の「－

５点」とした。 

 

現地調査及び空中写真により

評価した。 

なお、評点は評価リストを用い

た全委員の平均点。 

 

●岩戸地区 

－1 点 

●滝地区 

－3 点 
●武西地区 

－3 点 

●吉田地区 

－1 点 

●現在地 

－2 点 

 

※建設予定地決定後に実施する環境アセスメント

において、本小項目に関連する調査及び評価を行

う。 
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平均点
-1.14 -1

-3.29 -3

-3.43 -3

-1.14 -1

-2.43 -2

平均点は少数点以下第１位を四捨五入し整数とした。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

岩戸地区

滝地区

武西地区

吉田地区

現在地

0点 ‐1点 ‐2点 ‐3点 ‐4点 ‐5点

No.6地域景観への影響 集計結果

No.6地域景観への影響 評価リスト

№ 大　項　目 小　項　目 評価の考え方 減点 岩戸地区 滝地区 武西地区 吉田地区 現在地

6
生活環境
の保全

地域景観への影響
地域景観への影響が懸念さ
れる候補地を減点。
（総合的な評価）

0点～－5点
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２次審査 大項目：自然環境等の保全 小項目：Ｎｏ７ 里地里山の保全 【最大減点：１０点】

評価の考え方 評価基準及び配点 評価する理由等 評価方法 備 考

里地里山の保全への

影響が懸念される候補

地を減点。

（総合的な評価）

０～－１０点：森林、草原、ため池、湧水、

それらと混在する農地及び行

政等による保全活動等の状況

に着目

里地里山は、印西地区における市街地近郊の

貴重な自然環境であり、多様な役割を持つこと

から、保全に配慮すべきと考え小項目として掲

げた。

最大減点については、平均点約１６．７点（２

００点満点／小項目数１２）をやや下回る「－

１０点」としたが、本小項目は「№８生物多様

性の保全」及び「№１０各種規制の状況」の農

用地区域などにおける減点要素と関係する。

現地調査及び既存資料等を用

いて評価を進め、最終的に印西地

区の状況に詳しい専門家のレポ

ートに準拠して評価した。

●岩戸地区

－10 点

●滝地区

－10 点

●武西地区

－7 点

●吉田地区

－4 点

●現在地

0 点

※レポート作成者

東邦大学理学部生物学科地理生態学研究室

教授 長谷川雅美 様

※建設予定地決定後に実施する環境アセスメント

において、本小項目に関連する調査及び評価を行

う。
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アサヒ
タイプライターテキスト
岩戸地区　

アサヒ
タイプライターテキスト
滝地区

アサヒ
タイプライターテキスト
武西地区　

アサヒ
タイプライターテキスト
吉田地区

アサヒ
タイプライターテキスト
現在地

アサヒ
タイプライターテキスト
現在地を除く候補地は全て地域森林計画対象民有林が存在します。

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト
No.7　自然環境等の保全　里地里山の保全（地域森林計画対象民有林）
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5-25

suzuki kouzou
四角形
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No.7 里地里山の保全 

 
第 11 回会議において樹林面積の消失割合で減点することが決まりました。 

 

 

例）吉田地区  

山林面積 9,434m2 ÷ 応募面積 26,125m2 ＝36.1％ ・・・-４点 

（少数点第１位を四捨五入） 

 

候補地 
山林面積 

（ｍ2） 

応募面積 

（ｍ2） 

面積割合 

（％）  
減点 

岩戸地区 30,739 30,739 100.0 -10 

滝地区 23,658 24,451 96.8
 

-10 

武西地区 17,632 25,406 69.4 -7 

吉田地区 9,434 26,125 36.1 -4 

現在地 0 24,968 0.0 0 
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２次審査 大項目：自然環境等の保全 小項目：Ｎｏ８ 生物多様性の保全 【最大減点：５点】

評価の考え方 評価基準及び配点 評価する理由等 評価方法 備 考

貴重種が分布又は猛禽

類の高利用域である可

能性が高い候補地を減

点。

０点：候補地内に貴重種が分布又は猛禽

類の高利用域である可能性が低い。

－５点：候補地内に貴重種が分布又は猛禽類

の高利用域である可能性が高い。

絶滅が危惧される貴重種及び生態系の頂点に

位置する猛禽類の保護に配慮すべきと考え、小

項目として掲げた。

最大減点については、短期間に確実な調査が

困難であることから、平均点約１６．７点（２

００点満点／小項目数１２）に対して概ね３割

の「－５点」としたが、本小項目は「№７里地

里山の保全」などにおける減点要素と関係す

る。

現地調査及び既存資料等を用

いて評価を進め、最終的に印西地

区の状況に詳しい専門家のレポ

ートに準拠して評価した。

●岩戸地区

－5 点

●滝地区

－5 点

●武西地区

－5 点

●吉田地区

－5 点

●現在地

0 点

※レポート作成者

東邦大学理学部生物学科地理生態学研究室

教授 長谷川雅美 様

※現地調査資料提供者

印西サシバの会 堺 義昭 様

東京大学農学生命科学研究科

生物多様性科学研究室

特任研究員 栗山武夫 様

※建設予定地決定後に実施する環境アセスメント

において、本小項目に関連する調査及び評価を行

う。
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suzuki kouzou
四角形
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suzuki kouzou
四角形
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２次審査 大項目：自然環境等の保全  小項目：Ｎｏ９ 地球温暖化防止 【 大減点：１０点】 

評価の考え方 評価基準及び配点 評価する理由等 評価方法 備 考 

収集運搬車の排出ガ

ス（温室効果ガス）の抑

制に不利な候補地を減

点。 

０～－１０点：収集運搬車による温室効果ガ

スの発生量が 多の候補地を

「－１０点」とし、他の候補

地は点数を比例配分する。－

１０点×（当該地における温

室効果ガス発生量／ 多の温

室効果ガス発生量）※少数点

以下第１位を四拾五入し整数

とする。 

建設地の場所により、ごみ収集車の走行距離

の関係で地球温暖化に影響を及ぼす温室効果

ガスの排出量が大きく異なることが想定され

ることから、小項目として掲げた。 

 また、事前に温室効果ガスの年間排出量をシ

ミュレーションしたところ、建設地が人口重心

の場合は約４５６ｔと予測され、これは、平成

１８年度中に印西市の市役所、小学校及び幼稚

園等の公共機関が排出した量と同等である。 

なお、 遠点（栄町端部）の場合は約１，１

３０ｔと予測された。 

大減点については、上記の年間予測排出量

の差などを勘案し、平均点約１６．７点（２０

０点満点／小項目数１２）をやや下回る「－１

０点」とした。 

 

既存資料を基に、地区別人口から関

係市町の人口重心を算出し、人口重心

から候補地までの走行距離に応じて評

価した。 

 

●岩戸地区 

－10 点 

●滝地区 

－9 点 
●武西地区 

－9 点 

●吉田地区 

－10 点 

●現在地 

－9 点 

 

※建設予定地決定後に実施する環境アセス

メントにおいて、本小項目に関連する調査及

び評価を行う場合がある。 
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航空規制 成田空港 

成田空港の着陸帯から半径４㎞の範囲は45ｍの高さ制限が生じます。また、半径４km～16.5kmの範囲に

おける高さ制限は45m～295mと幅があり、着陸帯からの距離や運航路等によって変化します。 

 

   

 

（標点位置） ※⽇本測地系 北緯35度45分50秒  東経140度23分28 秒 （標⾼） 41ｍ 

 

 

 

 

 

 

下総航空基地（海上自衛隊） 

下総航空基地は、海上自衛隊の航空基地です。下総航空基地の着陸帯から半径3.5㎞の範囲は45ｍの高

さ制限が生じます。また、半径3.5㎞を超える範囲においても高さ制限（着陸帯からの距離や運航路等によ

って変化する）があります。 

  

  

制限表面概略図 

 

  

24km 

16.5km 

4km 

規制範囲     高さ制限 

4km・・・・・・・45m 

4km～16.5km・・・45m～295m 

16.5km～24km・・・295m 

印西地区 

3.5km 

西白井駅 

白井市 

鎌ヶ谷市 

船橋市 

高さ制限45ｍ 

柏市 

市川市 

松戸市 

新鎌ヶ谷駅 

鎌ヶ谷市役所 
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アサヒ
タイプライターテキスト
No.10 法規制　各種規制の状況（航空規制）

アサヒ
タイプライターテキスト
航空規制による高さ制限は、関係機関に照会した結果、全ての候補地で該当はありませんでした。（0点）



位置図

吉田吉田吉田

武西武西武西

武西 吉田

5,0005,000
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アサヒ
タイプライターテキスト
No.10 法規制　各種規制の状況（埋蔵文化財包蔵地）

アサヒ
タイプライターテキスト
埋蔵文化財包蔵地は、武西地区、吉田地区が該当しました。該当するいずれの地点も候補地内の50％以上が調査対象となります。（-5点）

アサヒ
長方形

アサヒ
長方形

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト
武西地区

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト
吉田地区

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
長方形

アサヒ
長方形

アサヒ
タイプライターテキスト
凡例　　　　：埋蔵文化財包蔵地　　　　　　：調査済み



Ｎ

0 250 500 1,000 m

1/25,000
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アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト
滝地区

アサヒ
タイプライターテキスト
岩戸地区　

アサヒ
タイプライターテキスト
吉田地区

アサヒ
タイプライターテキスト
武西地区　

アサヒ
タイプライターテキスト
現在地

アサヒ
タイプライターテキスト
全ての候補地内に農用地区域の該当はありませんでした。（0点）

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト
No.10 法規制　各種規制の状況（農用地区域）



 

 

生産緑地地区データ 

生産緑地地区決定状況（平成 23 年 12 月 31 日現在）

市町名 地区数 面積（ha） 

印西市 18 2.58 

白井市 50 43.05 

栄町 ― ― 

出典：千葉県ホームページ

 

生産緑地地区一覧表（印西市） 

名称 面積（ha） 

大森第 1 生産緑地地区 約 0.23 

大森第 2 生産緑地地区 約 0.08 

大森第 3 生産緑地地区 約 0.05 

大森第 4 生産緑地地区 約 0.10 

大森第 6 生産緑地地区 約 0.13 

木下生産緑地地区 約 0.07 

木下東一丁目生産緑地地区 約 0.09 

木下東三丁目生産緑地地区 約 0.08 

小林第 1 生産緑地地区 約 0.65 

小林第 2 生産緑地地区 約 0.05 

小林第 3 生産緑地地区 約 0.12 

小林第 4 生産緑地地区 約 0.10 

小林第 5 生産緑地地区 約 0.15 

小林第 6 生産緑地地区 約 0.05 

小林第 7 生産緑地地区 約 0.06 

小林第 8 生産緑地地区 約 0.13 

小林第 9 生産緑地地区 約 0.21 

松崎第 1 生産緑地地区 約 0.23 

合計面積 約 2.58 

出典：印西市ホームページ

 

 

 

 

 

 

5-38

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト
全ての候補地内に生産緑地地区の該当はありませんでした。（0点）

アサヒ
タイプライターテキスト
No.10 法規制　各種規制の状況（生産緑地地区）



２次審査 大項目：法規制  小項目：Ｎｏ１１ 用途地域の適合 【 大減点：５点】 

評価の考え方 評価基準及び配点 評価する理由等 評価方法 備 考 

都市計画法で規定す

る工業系及び市街化調

整区域以外の候補地を

減点。 

０点：準工業地域、工業地域、工業専用 

地域、市街化調整区域 

 

 

－５点：第１種及び第２種低層住居専用地

域、第１種及び第２種中高層住居専

用地域、第１種及び第２種住居地

域、準住居地域、近隣商業地域、商 

業地域 

都市計画法で定める用途地域は、都市の健全

な発展と秩序ある整備を図る「まちづくりの基

礎」となることから、小項目として掲げた。 

 なお、小項目として「№５地域住民の日常生

活への影響」を掲げたことへの整合性の観点か

ら、各用途地域の内、住居系及び商業系の用途

地域を減点評価する考えである。 

 大減点については、平均点約１６．７点（２

００点満点／小項目数１２）に対して概ね３割

の「－５点」としたが、本小項目は前述した通

り「№５地域住民の日常生活への影響」におけ

る減点要素と関係する。 

 

都市計画図を確認し、評価基準に照ら

し合わせ評価した。 

 

●岩戸地区 

0 点 

●滝地区 

0 点 
●武西地区 

0 点 

●吉田地区 

0 点 

●現在地 

－5 点 

※用途地域は、地域における住居の環境の保

護又は業務の利便の増進を図るため、各地域

の特徴に応じた建築規制を行うものである。

将来のまちづくりの方向性や土地利用の

現況・動向などを勘案し、土地利用を計画的

に配置し、都市を住宅地、商業地、工業地な

どの種類に区分し、これを用途地域として定

めている。 

 

※ごみ焼却施設は、都市の生活環境を保全す

るために必要不可欠な施設であり、都市計画

決定の手続きを行えば用途地域の制約は受

けず建設が可能とされている。 
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アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
タイプライターテキスト

アサヒ
長方形

アサヒ
タイプライターテキスト
滝地区

アサヒ
タイプライターテキスト
岩戸地区　

アサヒ
タイプライターテキスト
吉田地区

アサヒ
タイプライターテキスト
武西地区　

アサヒ
タイプライターテキスト
現在地

アサヒ
タイプライターテキスト
現在地：第二種住居地域（-5点）それ以外の候補地：市街化調整区域（0点）

アサヒ
タイプライターテキスト
No.11 法規制　用途地域の適合



 

基礎データ：用途地域の概要と関係市町の面積 

単位：ha

用途地域の種類 概 要 印西市 白井市 栄町 

第一種低層住居
専用地域 

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模
な店舗・事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられ
ます。 

598 300 175 

第二種低層住居
専用地域 

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。住
宅、小中学校のほかに 1500 平方メートルまでの一定の店
舗なども建てられます。 

- - - 

第一種中高層住
居専用地域 

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。住宅、
小中学校のほかに大学、病院、500 平方メートルまでの一
定の店舗等も建てられます。 

454 170 34 

第二種中高層住
居専用地域 

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
住宅、学校、病院のほかに 1500 平方メートルまでの一定
の店舗、事務所なども建てられます。 

32 33 - 

第一種住居地域 
住居の環境を守るための地域です。住宅、学校のほか、

3000 平方メートルまでの店舗、事務所やホテル・旅館な
ども建てられます。 

178 56 86 

第二種住居地域 
主に住居の環境を守るための地域です。住宅、学校の

ほか、店舗、事務所、ホテル、パチンコ店やカラオケボ
ックスなども建てられます。 

109 33 - 

準住居地域 
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利

便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護
するための地域です。 

- 6 - 

近隣商業地域 
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便

の増進を図る地域です。住宅、店舗、事務所のほかに小
規模の工場も建てられます。 

91 39 11 

商業地域 
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等

の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。 

55 - - 

準工業地域 
主に環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を

図る地域です。危険性、環境悪化が著しい工場以外は、
ほとんど建てられます。 

358 17 - 

工業地域 
主として工業業務の利便性増進を図る地域です。どん

な工場でも建てられます。住宅、店舗は建てられますが、
病院、学校などは建てられません。 

- - - 

工業専用地域 
専ら工業業務の利便性増進を図る地域です。どんな工

場でも建てられますが、住宅、店舗、病院、学校、ホテ
ルなどは建てられません。 

- 193 37 

小 計 1,907 847 343 

市街化調整区域 10,473 2,694 2,903

都市計画区域面積 12,380 3,541 3,246

都市計画区域面積は、関係市町の全域が対象です。 
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２次審査 大項目：地盤の安定性  小項目：Ｎｏ１２ 液状化予測地域 【 大減点：１０点】 

評価の考え方 評価基準及び配点 評価する理由等 評価方法 備 考 

液状化が懸念される

候補地を減点。 

 

０点：候補地内は液状化対象外である。 

 

 

－５点：候補地内に液状化しやすい土地が

なく、ややしやすい土地がある。 

 

 

－１０点：候補地内に液状化しやすい土地が

ある。 

 

施設の基本設計時に行う地質調査の結果、必

要に応じて液状化の対策工事を行うが、なお残

存するリスク及び本体敷地周辺における被害

も想定し、小項目として掲げた。 

大減点については、前述した通り必要に応

じて液状化の対策工事を行うことから、平均点

約１６．７点（２００点満点／小項目数１２）

をやや下回る「－１０点」としたが、本小項目

は「№１５概算事業費」と関係する。 

 

液状化マップ等の既存資料を確認し、

評価基準に照らし合わせ評価した。 

 

●岩戸地区 

0 点 

●滝地区 

0 点 
●武西地区 

0 点 

●吉田地区 

0 点 

●現在地 

－5 点 

※液状化とは、地震により地盤が一時的に液

体のようになってしまう現象である。 

 埋立地や河口など水分をたくさん含んだ

砂質の地盤で発生し、地盤の上の建物を傾か

せたり沈ませたりする。 

  

※液状化対策としては、地盤をセメントで改

良する方法、建設物においては、地中の排水

パイプの設置や、強固な地盤まで杭基礎を入

れることなどが挙げられる。 

 

※建設予定地決定後に実施する環境アセス

メントにおいて、本小項目に関連する調査及

び評価を行う場合がある。 
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液状化対象外

液状化しやすさ
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指定避難所
特別避難所
市役所・支所
警察機関
消防署
防災井戸
県緊急輸送路

凡　　　例

福祉避難所として、災害時要援護者に特別な配慮をした
り、一時的な避難所として、床上（床下）浸水時や土砂
災害警戒区域付近の市民が応急避難するため、市長が必
要と認めた場合に開設します。

特別避難所

42-2607
42-4311
42-2089
46-0023
42-2347
46-1755
46-1781
46-1701
97-1100
46-5711
46-6211
45-0150
45-8611
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99-0007
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46-1751
97-3100
46-6911
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平賀1161-2
若萩3-9
中根1281-2
笠神1745
滝野5-1
大森2244
高花1-3
木刈2-1
小林大門下1-4-1
原山1-2
西の原1-3
舞姫2-1-1
笠神250
滝野5-2
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平岡1554
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そうふけふれあいの里
平岡自然公園

住家の全半壊、焼失、浸水により住宅を失った方又は居
住が困難な被災者のうち、避難を必要とする方を一時収
容し、保護するための場所です。

指定避難所

47-4030

46-4111

42-8417

原山1-12-1

武西学園台2-1200

浦部275

千葉県立北総花の丘公園
東京電機大学
千葉ニュータウンキャンパス
松山下公園

対象災害電話番号所在地名　称

市街地における大規模火災が発生した場合に、輻射熱や
煙から身を守り生命の安全を確保するため、一時的に避
難する場所です。公園や公共空地等を指定しています。

広域避難場所

広域避難場所・指定避難所・特別避難所　　　　　　　　　　　

42-0144
42-2911
46-5111
97-0003
45-3800
46-8611
45-0611
42-1101
48-5311
80-3900
97-2011

竹袋614-9
大森3934-1
中央南1-2
小林北5-1-6
原3-4
木刈4-3-1
原山3-3
浦部411-3
船尾786-1
美瀬1-25
中根1375
浦部1430-3
大森2331-2
和泉885-1
武西908
松崎281

総合福祉センター　　　
中央公民館
中央駅前地域交流館
小林コミュニティプラザ
ふれあい文化館
フレンドリープラザ　
サザンプラザ
永治プラザ
船穂コミュニティセンター
ふれあいセンターいんば
本埜公民館
宮内青年館
大森青年館
和泉会館
武西集会所
松崎むらぐるみ農業集会所
　　　　　　　　　　　　　　　　　 地震　　風水害　　土砂災害

砂の粒子
地下水

砂の粒子

地下水

砂の粒子

地面

地下水

バラバラになった砂の
粒子が沈むため、地面
には水が出てきたり裂
け目から砂まじりの泥
水が噴き出します。

揺れによって砂の粒子
がバラバラになり、水
に浮いた状態になりま
す。

砂の粒子が密に接触し
ているため、安定して
いる状態です。

地震後地震時地震前
液状化現象とは

液状化現象は、個々の敷地の地盤条件と地震動の強さの関係により発生します。
この図は地形条件等と想定地震で液状化の可能性を評価した目安であり、個々
の地盤条件については別途調査等が必要となります。

印西市役所　総務部　防災課
千葉県印西市大森２３６４－２
電話 ０４７６－４２－５１１１

　「液状化マップ」は、地域の地形・地盤の特性を考慮して、印
西市直下の地震（マグニチュード７.３）が発生した場合に液状化
現象が生じる程度を 50m メッシュ単位で表したものです。なお、
液状化のおそれは地盤情報に基づく予測値であるため、実際の液
状化の発生箇所や規模は変動することがあります。
　また、液状化しやすい地域においても、地盤改良等の液状化対
策が実施されたところでは、液状化現象による被害を大幅に回避
することができます。

液状化
マップ

平成25年 8 月発行

1/50,000
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アサヒ
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現在地：候補地内に液状化しやすい土地がなく、　　　　ややしやすい土地がある（-5点）それ以外の候補地：候補地内は液状化対象外である（0点）
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タイプライターテキスト
No.12 地盤の安定性　液状化予測地域




